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移住相談ＡＩチャットボット導入・保守管理業務 

公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務の目的 

本市では、人口減少対策及び地域活力の維持・向上を図るため、UI ターン等による移住・定住の促

進に取り組んでいる。移住検討者からの相談内容は、住まい、仕事、子育て、補助制度等、多岐にわ

たる一方、必要な情報が複数の媒体や他部署に分散していることから、迅速かつ的確な情報提供が

課題となっている。 

本業務は、生成 AI等の技術を活用した「移住相談ＡＩチャットボット」を導入することにより、移住検討

者が時間や場所を問わず必要な情報を 24 時間 365 日取得できる環境を整備するとともに、相談対応

業務の効率化及び相談対応の品質向上を図ることを目的として実施するものである。 

 

⑵ 業務委託の内容 

「移住相談ＡＩチャットボット導入・保守管理業務委託仕様書」のとおり 

 

⑶ 委託期間 

契約締結日から令和 11年３月 31日まで（予定） 

受託者は、本業務の目的を踏まえ、システムの構築、試験運用、正式公開及び保守管理・運用支援

を含む全体スケジュールを提案するものとする。 

なお、市は令和８年度中の早期公開を想定しているが、具体的な工程及び公開時期については、提

案内容を踏まえ、市と受託者が協議のうえ決定する。 

 

⑷ 委託上限額 

４，７３０，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

※ この金額は本業務の契約金額を示すものではない。また、本委託上限額は、初年度における導

入費、初期設定費、試験運用費、令和８年度内の保守管理費及び運用支援費その他必要経費を含

む総額となる。 

※ なお、見積書には総額を記載し、参考として導入費、初年度保守管理・運用支援費、次年度以

降の年間費用の内訳を付すこと。令和９年度以降の保守管理・運用支援費については、当該年度

の予算成立を前提として別途契約手続を行う予定である。 

 

２ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、参加表明書提出日を基点として、次に掲げる要件を全て

満たす者とする。なお、基準日から契約締結日までの間に、要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加

資格を取り消すものとする。 

⑴ 参加表明書の提出日現在において、佐渡市の令和８・９・10年度入札参加資格名簿に登録されたも

のであること。ただし入札参加資格名簿に登録されていない場合は、今回の業務のみ、下記の①、
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②の書類一式を参加表明書と同時に提出することで参加資格があるものとみなす。 

① 商業・法人登記簿謄本の写し 

② 税の滞納がないことの証明書類（直近年度の納税証明書の写し等） 

  ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に参加資格を欠くような事態が生じた場合には、 

当該応募者は失格とする。 

⑵  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑶  参加表明書の提出期限の日から契約締結日までの間に、佐渡市から入札参加資格者失格指名

停止の措置を受けていないこと。 

⑷ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。）でない者。 

 

３ 実施スケジュール 

項 目 日程 

プロポーザル参加者募集開始 令和８年４月 27日（月） 

質問書の受付期間 令和８年４月 27日（月）から 

令和８年５月 12日（火）正午まで 

質問書に対する回答 令和８年５月 14日（木） 

参加表明書の提出期限 令和８年５月 15日（金）午後５時まで 

企画提案書の提出期限 令和８年６月 11日（木）午後５時必着 

審査（プレゼンテーション） 令和８年６月 18日（木） 

審査選定結果通知 令和８年６月 19日（金） 

 

４ 質問の受付 

   本募集要項等に関する質問は、次のとおり受け付ける。 

⑴ 質問の受付期限 

令和８年５月 12日（火）正午まで 

⑵ 提出方法 

質問は、件名に「移住相談ＡＩチャットボット導入・保守管理業務委託に係る質問（事業者名）」を明記

のうえ、質問書（様式第１号）を添付し、電子メールにより提出すること。 

⑶ 提出先 

佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp 

⑷ 回答方法 

令和８年５月 14 日（木）に質問提出者全員にメールで通知するとともに、佐渡市ホームページで公開

する。 

 

５ 参加表明書の提出等 

⑴ 資料の配布 



3 

 

実施要項等、公募に関する資料・様式類は、本市ホームページからダウンロードすること。 

⑵ 提出方法 

件名に「移住相談ＡＩチャットボット導入・保守管理業務委託に係る参加表明書（事業者名）」を明記の

うえ、参加表明書（様式第２号）を添付し、電子メールにより提出すること。 

送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。 

⑶ 提出期限 

令和８年５月 15日（金）午後５時まで 

⑷ 提出先 

佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp 

⑸ 辞退の方法 

参加表明書提出後に辞退する場合は、提案書の提出期限の前日までに辞退届（様式第３号）を電子

メールにより提出すること。 

送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。 

 

６ 企画提案書の提出等 

企画提案書は、参加表明書を提出した段階で参加資格の確認を受けた事業者のみが提出できるもの

とし、次により提出すること。 

⑴ 提出期限 

令和８年６月 11日（木）午後５時必着 

⑵ 提出先 

佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp 

⑶ 提出方法 

件名に「移住相談ＡＩチャットボット導入・保守管理業務委託に係る企画提案書（事業者名）」を明記の

うえ、電子メールにより提出すること。 

送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。 

⑷ 提出書類（データをメールに添付） 

（別紙様式１）  表題 

（別紙様式２）  会社概要書 

（別紙様式３）  業務の実施方法と実施体制 

（別紙等式４）  類似業務の実績（総括責任者、担当者経歴について） 

（別紙様式５）  業務に対する基本的考え方 

（任意様式）   企画提案書 

（任意様式）   見積書 

⑸ 企画提案書作成上の注意点 

① 企画提案書は、A４判縦、横書き、文字は 11ポイント以上とすること。 

② 企画提案書の内容に不足がある場合、その項目は０点とする。 
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７ 提出資料の取扱い等 

⑴ 企画提案に要する一切の費用は、事業者の負担とする。 

⑵ 提出された企画提案書について書き換え又は撤回することはできない。 

⑶ 企画提案書は、審査以外には無断で使用しない。ただし、佐渡市情報公開条例その他関係法令に基

づき、開示する場合がある。 

 

８ 審査方法 

⑴ 審査方法 

本プロポーザル参加者による企画提案を受け、佐渡市が組織する選考審査委員会が、「移住相談ＡＩ

チャットボット導入・保守管理業務委託プロポーザル審査基準」に基づき評価を行い、受託候補者を選定

する。 

⑵ 選考審査委員会によるプレゼンテーション・ヒアリングについて 

① 日 時：令和８年６月 18日（木） ※午後を予定 

② 場 所：佐渡市役所第一庁舎２階 1-202会議室（佐渡市千種 232番地）  

③ 出 席 者：参加者側の出席者は原則２名までとする。 

④ 実 施 順：順番及び時間は、参加表明書を受理した後に電子メールにて連絡する。 

⑤ 説明時間：各参加者 15分以内とする。 

⑥ 資 料 等：選考審査委員会では、提出された企画提案書の内容以外の資料の配布や投影は禁止 

とする。 

 

９ 結果の通知及び公表 

選定結果は全ての参加者に電子メールにより通知する。また、受託候補者と委託契約締結後、佐渡 

市ホームページに公表する。 

   なお、本プロポーザルの審査結果に関する異議申し立て、質問等には応じない。 

 

10 失格又は無効 

   本プロポーザル参加者が、次のいずれかの事項に該当した場合は失格又は無効とする。 

⑴ 「２ 参加資格要件」に定める要件を満たさない（満たさなくなった）者による提案。 

⑵ 「５ 参加表明書の提出等」に定める参加表明書を提出しなかった者による提案。 

⑶ 「６ 企画提案書の提出等」に定める提出期限を過ぎて提出された提案。 

⑷ 企画提案書その他提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

⑸ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。 

 

11 契約手続等 

   本プロポーザルは、本業務に適した提案者を選定するものであり、委託契約締結前に佐渡市と契約関係は 

生じない。 

⑴ 業務内容に関する協議 

本業務の内容は、佐渡市が示した仕様書及び受託候補者が提出した企画提案をもとに確定するが、業務 

目的達成のために必要と認められる場合は、佐渡市と受託候補者の協議により、企画提案の内容を変更し 
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たうえで業務内容を確定することがある。 

受託候補者との協議が整わなかった場合や受託候補者が委託契約を辞退した場合は、審査結果におい 

て次点であった者と協議を行う。 

 

12 その他留意事項 

⑴ 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

⑵ 提案者が１者しかいない場合においても、プレゼンテーションにより選定を行う。 


